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第２号 令和元年6月発行

新潟北土地改良区
新潟市北区新井郷505番地
TEL (025) 387-2452
FAX (025) 387-2746
E-mail niigatakitadokai

@sage.ocn.ne.jp

新潟北
土地改良区だより

土地改良区の組織・運営状況 ※平成31年4月1日現在

賦課
地積

田 4,070 ha
畑 170 ha

組合
員数

3,893人 総代
定数

60人
理事
定数

13人
監事
定数

3人

補
助
機
関

名 称 人員

職

員

事務長 1人 現場補助員

報酬等審議委員会 7人 総 務 課 工 務 課

県営用水管理人 ７人

揚排水機取扱者 107人
用水調整委員会 31人 総務課長 1人

庶務係 3人
会計係 4人
専門員 1人

工務課長 1人
工事係 3人
土地係 3人
臨時職員 1人維持管理委員会 155人

施
設
の
状
況

用水路

排水路

揚水機場

排水機場

農道

1242路線

1337路線

124箇所

35箇所

1221路線

延長 468㎞

延長 520㎞

延長 423㎞

☆ 本地域の主なかんがい用水源は、一級河川阿賀野川水系阿賀野
川、新井郷川、新発田川、福島潟放水路、二級河川加治川水系加
治川と万十郎川より取水しています。

★ 本地域の排水系統は、一級河川阿賀野川水系新井郷川、新発田
川、駒林川、大通川、福島潟放水路区域と一級河川阿賀野川水系
阿賀野川（本流）区域に区分されます。

平成30年7月14日土曜日に、合併後初の総代研修を
管内主要施設を中心に実施しました。

総代研修視察（加治川第２頭首工）
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理事長 あいさつ

理 事 長 加 藤 豊 [第1被選挙区 嘉山] 副理事長 仲 川 信 吉 [第3被選挙区 笹山]

理 事 金 子 精 一 [第2被選挙区 太田] 理 事 渡 邉 博 務 [第3被選挙区 鳥屋]

理 事 豊 島 平一郎 [第1被選挙区 高森新田] 理 事 中 川 喜 吉 [第3被選挙区 新崎]

理 事 平 井 正 廣 [第1被選挙区 内沼] 理 事 相 馬 富 男 [第1被選挙区 山飯野]

理 事 山 田 進 [第2被選挙区 太田] 理 事 㠶 刈 勝 彦 [第3被選挙区 笠柳]

理 事 伊 藤 和 重 [第1被選挙区 岡新田] 理 事 渡 邉 豊 [第1被選挙区 長戸呂]

理 事 登 石 春 雄 [第1被選挙区 下土地亀]

＜理事定数13名 平成30年4月1日就任・令和4年3月31日任期満了＞

総括監事 曽 我 権 次 [第1被選挙区 浦木] 監 事 小 川 竹 男 [第2被選挙区 葛塚]

監 事 本 間 松 [第3被選挙区 下大谷内]

＜監事定数３名 平成30年4月1日就任・令和4年3月31日任期満了＞

広報誌発刊にあたり一言ご挨拶申し上げます。

田植も終わり、稲も順調に生育し、見事な青田が広がる季節となりまし

たが、組合員の皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上

げます。

月日の経つのは早いもので、昨年２月の合併により新たに新潟北土地改

良区として発足してから、あっという間に過ぎた１年であったと感じてい

るところです。設立当初は、戸惑いや不慣れな点もあり、組合員の皆様に

はご不便やご迷惑をおかけしたところもあったかと思いますが、この間の

業務運営につきまして、格別のご理解とご協力を頂き、あらためて感謝と

御礼を申し上げる次第であります。

今年の冬は昨年と違い、暖冬小雪の傾向で推移し、雪がほとんど降らない過ごしやすい冬でありましたが、

３月、４月の春耕期に入ると雨が多く、田がぬかるんで春作業に苦労した方も多かったのではと思っている

ところです。しかし、５月に入ると一転、連日の好天に恵まれ今現在の水稲生育状況は例年以上となってお

ります。今後は栽培管理に十分注意を払いながら、近年多発している集中豪雨や台風などの災害もなく、豊

穣な秋が迎えられることを願っているところです。

当管内の多くの施設は造成後の経年による劣化、老朽化が進み、土地改良施設が併せ持つ多面的機能効果

を今後とも発揮していくためには、計画的に改修・補修工事等を進めていく必要があると考えています。そ

こで、いま取り組んでいる主な事業について若干ご報告します。当区に関係する農業用水の２大基幹水利施

設の１つである加治川用水については、二期国営事業が総事業費 270億円規模で令和５年の完成を目指し、

ほぼ予定どおりの進捗率で進められており、今年度は主に第１頭首工の改修工事及び松岡ため池工事等が取

り組まれる予定になっています。もう一つの阿賀用水施設（阿賀野川頭首工、３つの幹線用水路）は、今後

どのように改修・補修工事を行っていったら良いか、信濃川水系土地改良調査管理事務所の提案を基に本年

10月頃を目処にし、その方向性を見出すため、関係機関及び関係団体等と協議検討を開始したところであり

ます。何れにいたしても関係組合員の皆様にご負担をお願いするわけですので、これからも逐次情報を提供

させて頂きながら、より良い方策を考えていきたいと思っておりますので、皆様のご理解をよろしくお願い

します。詳しい内容については後記していますのでご覧いただければと思います。

最後になりますが、今後とも役職員尚一層、組合員の負託に応え、土地改良事業運営に努めて参りますの

で、ご支援とご協力をお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

理事長 加藤 豊
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第２回通常総代会を開催
日時：平成３１年３月１６日(土) 午後１時３０分

当改良区事務所会議室において、平成３１年度の予算を

中心とした第２回通常総代会が開催されました。議長には

寺尾清忠氏（笹山）が選任され、活発な質疑を経て慎重審

議の結果、全議案とも原案のとおり全会一致で可決されま

した。

組合員皆様への負担を少しでも軽減すべく理事会で再三

にわたり審議し、各種補助事業の取り組みと適正な土地改

良区運営を行うことを確認した総代会となりました。

第１号議案 土地改良区財産（旧杓子潟土地改良区事務所跡地）の処分について

第２号議案 平成30年度一般会計収支補正予算議決について

第３号議案 平成30年度特別会計地区除外決済金積立金収支補正予算議決について

第４号議案 平成30年度特別会計財政調整基金積立金収支補正予算議決について

第５号議案 平成30年度新規県営かんがい排水事業（集積型）

福島潟地区 調査設計事業の実施議決について

第６号議案 平成30年度団体営調査設計事業の実施議決について

報告第１号 平成30年度中間監査報告について

第７号議案 平成31年度事業計画について

第８号議案 平成31年度新規土地改良施設維持管理適正化事業の実施議決について

第９号議案 葛塚重複地区（新発田市地籍）の地区除外について

第10号議案 定款及び定款附属書役員選挙規程の一部変更議決について

第11号議案 平成31年度一般会計収支予算議決について

第12号議案 平成31年度特別会計職員退職給与積立金収支予算議決について

第13号議案 平成31年度特別会計地区除外決済金積立金収支予算議決について

第14号議案 平成31年度特別会計財政調整基金積立金収支予算議決について

第15号議案 平成31年度特別会計耕作条件改善事業費収支予算議決について

第16号議案 平成31年度特別会計農道補修機械維持管理費収支予算議決について

第17号議案 賦課金の賦課及び徴収方法等の議決について

第18号議案 一時借入金の議決について

第19号議案 積立金の繰替運用について

第20号議案 役員報酬等の議決について

第21号議案 平成31年度地区除外決済金に係る決済額について

第22号議案 阿賀用水右岸土地改良区連合に所属する土地改良区の減少について

第23号議案 加治川沿岸土地改良区連合に所属する土地改良区の減少について

議長 寺尾清忠 総代

現在総数 ６０名

定 数 ６０名

出 席 者 ５３名

欠 席 者 ７名
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令和元年度 新潟北土地改良区収入支出予算
事業年度／平成３１年４月１日～令和２年３月３１日

(単位:千円)

１．一般会計 ８５３，５４０千円（H30予算対比：７１．６％）

52.8％

受託費 17,507千円

21.7％

8.６％
組合費 450,335千円

経常賦課金 363,890
80.8%

特別賦課金 86,445
19.2%

3.9％

繰入金
75,834千円 収 入

補助金及び助成金
40,744千円

諸収入 32,991千円

2.1％

3.7％

2.２％

4.7％

交付金、寄付金、補償費
19,017千円

支 出
23.0％

41.9％

連合負担金 26,535千円

事務所費
196,093千円

維持管理費
357,306千円

事業償還金及び
国県営事業負分担金

208,652千円

2.0％

5.6％

適正化事業工事費
及び拠出金

47,447千円

24.4％

【維持管理費の内訳】
①管 理 費 260,391千円［72.9%］
②繰替運用返済金 34,957千円［ 9.8%］
③耕作条件改善地元分担金 32,623千円［ 9.1%］
④積 立 金 25,440千円［ 7.1%］
⑤各 事 業 区 へ 3,895千円［ 1.1%］

3.1％

繰越金
185,432千円

適正化事業交付金 31,680千円

受託費 17,507千円
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２．特別会計 職員退職給与積立金 ９０，２８０千円
収入科目 予算額 ％ 支出科目 予算額 ％

繰 入 金 ５，０００ ５．５ 退 職 給 与 金 １０ ０．１

繰 越 積 立 金 ８５，２３０ ９４．４ 積 立 金 ９０，２７０ ９９．９

雑 収 入 ５０ ０．１

３．特別会計 地区除外決済金積立金 ３４７，８８０千円
収入科目 予算額 ％ 支出科目 予算額 ％

決 済 金 ４０ ０．１ 決 済金繰出金 ５０，５１６ １４．５

繰 越 積 立 金 ３３５，５５３ ９６．４ 積 立 金 ２９７，３６４ ８５．５

繰入金・雑収入 １２，２８７ ３．５

４．特別会計 財政調整基金積立金 ６２０，０５０千円
収入科目 予算額 ％ 支出科目 予算額 ％

繰 入 金 ４８，０８９ ７．７ 繰 出 金 ２１，２９２ ３．４

繰 越 積 立 金 ５７１，９４６ ９２．２ 積 立 金 ５９８，７５８ ９６．６

雑 収 入 １５ ０．１

５．特別会計 耕作条件改善事業費 ６４，５１６千円
収入科目 予算額 ％ 支出科目 予算額 ％

補 助 金 ３１，８９３ ４９．４ 定 率助成事業 ６１，５５２ ９５．４

地 元 負 担 金 ３２，６２３ ５０．６ 定 額助成事業 １，１１７ １．７

工 事 雑 費 １，８４７ ２．９

６．特別会計 農道補修機械維持管理費 １７，７９０千円
収入科目 予算額 ％ 支出科目 予算額 ％

使 用 料 ４，５５０ ２５．５ 事 業 費 ４，４６１ ２５．１

繰 越 積 立 金 １３，２３９ ７４．４ 積 立 金 １３，３２９ ７４．９

雑 収 入 １ ０．１

各区別の長期借入金償還状況

区 分
令和元年度
賦課単価(円)

年 度
元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

阿 賀 用 水 費 国営阿賀野川用水土地改良事業 ２０５

丸池地区かん排事業 ９０

三ッ森川原地区かん排事業 ４５

岡方地区未区画整理地かん排事業 ９０

共 通 費 国営広域排水事業(豊栄地区) １,０１４ ※畑338円

大 沼 第 6 区 費 新農業水利システム事業 １０,89０

大 沼 第 8 区 費 農業農村整備事業 ２,６５０ ※畑530円

県圃第3地区費 ほ場整備事業 ５,１００ ※田畑共通賦課

丸 池 地 区 費 維持管理事業 ３,８１０

潟 堀 地 区 費 維持管理事業 ２,４４５ ※畑 815円

三ッ森川原地区 ほ場整備事業 ６,１９５ ※畑 3,838円

農業農村整備事業 ３８５ ※畑 77円

木崎第5事業区費 県営かん排事業 １,３９９
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令和元年度組合費の10a当り賦課額一覧表
(単位:円)

地区名
10a当り合計額 事務所費 地区維持管理費 地区揚水機費 地区事業償還金 事業負・分担金

田 畑 田 畑 田 畑 田 畑 田 畑 田 畑

大 沼 第 1 区 11,809 818 3,400 4,010 480 2,560 1,839 338

大 沼 第 2 区 9,959 448 3,400 2,160 110 2,560 1,839 338

大 沼 第 3 区 12,659 988 3,400 4,860 650 2,560 1,839 338

大 沼 第 4 区 15,909 1,638 3,400 8,110 1,300 2,560 1,839 338

大 沼 第 5 区 11,809 818 3,400 4,010 480 2,560 1,839 338

大 沼 第 6 区 17,754 488 3,400 1,150 150 830 10,890 1,484 338

大 沼 第 7 区 12,699 1,238 3,400 6,110 900 1,350 1,839 338

大 沼 第 8 区 13,634 1,108 3,400 1,600 240 4,500 2,650 530 1,484 338

飯 野 鼻 地 区 10,784 1,158 3,400 4,500 820 1,400 1,484 338

福 島 潟 地 区 8,900 8,900 3,400 3,400 5,500 5,500

堀 田 地 区 11,419 3,400 5,380 800 1,839

県 圃 第 2 地 区 10,879 434 3,400 2,240 96 3,400 1,839 338

第 2区長場地区 7,999 538 3,400 2,760 200 1,839 338

第 2区浦木地区 7,849 508 3,400 2,610 170 1,839 338

杓 子 潟 地 区 11,079 1,110 3,400 5,620 772 220 1,839 338

上 土 地 亀 地 区 9,999 938 3,400 4,760 600 1,839 338

下土地亀地区第３区 12,549 1,278 3,400 6,460 940 850 1,839 338

下土地亀地区第4区 10,899 978 3,400 4,960 640 700 1,839 338

長 浦 第 6 区 10,399 458 3,400 2,360 120 2,800 1,839 338

平 林 地 区 8,249 588 3,400 3,010 250 1,839 338

県 圃 第 3 地 区 14,699 5,538 3,400 2,260 100 2,100 5,100 5,100 1,839 338

丸 池 地 区 12,925 3,400 2,060 3,200 3,820 445

潟 堀 地 区 10,635 1,615 3,400 3,760 800 675 2,445 815 355

縄 内 地 区 12,399 1,418 3,400 7,160 1,080 1,839 338

大 久 保 地 区 12,199 3,400 4,610 2,350 1,839

県 圃 地 区 10,199 418 3,400 2,160 80 2,800 1,839 338

高 森 地 区 10,479 3,400 5,030 210 1,839

高 森 新 田 地 区 10,199 418 3,400 2,160 80 2,800 1,839 338

岡 方 第 7 区 8,829 684 3,400 3,490 346 100 1,839 338

三ッ森川原地区 20,550 4,293 3,400 3,250 378 6,920 6,580 3,915 400
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地区名
10a当り合計額 事務所費 地区維持管理費 地区揚水機費 地区事業償還金 事業負・分担金

田 畑 田 畑 田 畑 田 畑 田 畑 田 畑

葛塚県圃事業区

第1工区 8,190 1,486 3,400 2,850 1,140 600 1,340 346

第2工区 9,590 1,486 3,400 2,850 1,140 2,000 1,340 346

椋 新 田 事 業 区 19,085 3,400 14,345 1,340

源兵衛分
垂 口 事 業 区

10,190 3,400 5,450 1,340

葛塚第 3事業区 11,290 2,366 3,400 5,050 2,020 1,500 1,340 346

両 村 囲 事 業 区

東部用水 10,690 1,926 3,400 3,950 1,580 2,000 1,340 346

東部用水
大沼郷

15,240 3,400 8,500 2,000 1,340

六ヶ村用水 10,190 1,926 3,400 3,950 1,580 1,500 1,340 346

六ヶ村用水
乗通郷

8,690 3,400 3,950 1,340

葛 塚 郷 地 区 8,240 1,016 3,400 2,000 670 1,500 1,340 346

嘉山前新田事業区 10,600 1,888 3,400 5,860 1,542 1,340 346

木崎第 1事業区 10,530 3,400 4,920 1,740 470

木崎第 2事業区 9,970 3,400 4,360 1,740 470

放水路右岸地区 9,850 3,400 4,710 1,740

木崎第 3事業区 10,200 3,400 6,330 470

放水路右岸地区 13,080 3,400 6,680 3,000

木崎第 4事業区 8,400 3,400 5,000

木崎第 5事業区 10,009 3,400 4,740 1,399 470

木崎大沼事業区 5,000 5,000

濁川第 1事業費 7,370 350 3,400 3,500 350 470

濁川第 3事業費 4,370 500 3,400 500 500 470

濁川第 4事業費 7,770 390 3,400 3,900 390 470

濁川第 5事業費 5,270 120 3,400 1,400 120 470

濁川第 6事業費 5,470 160 3,400 1,600 160 470

大沼地区
未区画整理地

7,709 1,700 1,610 2,560 1,839

岡方地区
未区画整理地

5,205 3,400 1,360 445
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○職員配置図
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退職者（3月31日付）

土地係長 原 淳一 氏
専 門 員 大島 栄一 氏
長きに渡りご尽力いただきありがとうご
ざいました。今後も益々のご健勝とご活
躍をお祈りいたします。

○各種お問い合わせ先

用水、排水、工事などの維持管理について

･････････････････････････････････工 事 係
土地の境界、施設の使用許可などについて

･････････････････････････････････土 地 係
賦課金をはじめとする会計業務について

･････････････････････････････････会 計 係
収支予算、事業計画、会議などについて

･････････････････････････････････庶 務 係
☆各係りまでお気軽にお問い合わせください。

平成30年9月1日採用【H30.8 臨時職員として採用】

桑野 隼輔（工務課工事係・土地係主事）

生まれも育ちも新潟市北区、もちろん食べるお米も
北区産。そんな私にとって新潟北土地改良区で働か
せていただくことは、大変光栄なことです。この気
持ちを胸に今後とも全力で業務にあたります！！！

平成31年4月1日採用【H31.1 臨時職員として採用】

今村 祐菜（総務課会計係主事）

今年の１月からお世話になっております。まだまだ
分からないことが多々ありますが、皆様のお力にな
れるよう、精一杯努力して参ります。よろしくお願
いします。

平成31年4月1日採用

七海 真紀子
（総務課庶務係・会計係主事）

自身の経験を活かし、問題解決や
農業の活性化に貢献できれば幸い
です。組合員の皆様の御力となれ
る様努めますので、御指導のほど
宜しくお願い致します。

平成31年4月1日採用

青柳 貴満
（工務課土地係・工事係主査）

山形県村山市の出身です。新潟県
は人柄土地柄がいいところなので、
一日でも早く地名や組合員名を覚
え、新潟北土地改良区に貢献して
いきたいです。

平成30年11月1日採用

田中 未央
（臨時職員）

昨年の11月から主に多面的のお仕
事に携わっております。今年も皆
様のお役にたてるよう頑張ります。

活動の中でご不明な点等ござい
ましたらお気軽にご連絡ください。
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新潟北土地改良区の遍歴

新潟北土地改良区

（平成30年2月1日 設立）

豊栄土地改良区 葛塚土地改良区 木崎濁川土地改良区

（平成10年2月1日設立） （昭和34年6月22日設立） （平成11年2月1日設立）

H17.4.1
吸収合併

S39.11.11
吸収合併

2土改新設合併
福島潟土地改良区
(昭和38.5.11 設立)

椋 新 田
土地改良区 濁川土地改良区

（昭和36.5.20 設立）S50.3.14
吸収合併

3土改新設合併

葛 塚 郷
土地改良区 木崎郷土地改良区

（昭和32.2.1 設立）

長浦岡方土地改良区
（昭和33.2.20 設立）

杓子潟土地改良区
（昭和32.11.7 設立）

北蒲原郡大沼
ブロック土地改良区
（昭和26.5.8 設立）

北蒲原土地改良区

（昭和27年8月 設立 → 昭和46年6月 解散命令 → 昭和58年3月 清算終了）

･大沼排水普通水利
組合
（大正3年設置）
･新井郷川水害予防
組合
（大正元年設置）
･新鼻水害予防組合
（明治40年設置）
･内沼水害予防組合
（明治37年設置）
･長場堰用水普通水
利組合
（明治28年設置）
･新江用水普通水利
組合
（明治26年設置）

杓子潟悪水
普通水利組合
(S22年設置)

長浦岡方用水
普通水利組合
(S22年設置)

・川尻普通水利組合（昭和23年設置）
・共同用水樋之入坂堰普通水利組合（明治40年設置）
・古加治川悪水普通水利組合（明治39年設置）
・下ヶ堀普通水利組合（明治34年設置）
・新井前用水普通水利組合（明治32年設置）
・大曲用水普通水利組合（明治32年設置）
・木崎村外二ヶ村小八郎川普通水利組合

（明治32年設置）
・小八郎川悪水普通水利組合【鳥屋村外二ヶ村

小八郎川悪水普通水利組合】（明治32年設置）
・須戸新田外二ヶ大字新井郷川水害予防組合

（明治31年設置）
・河渡下外三ヶ字水害予防組合(明治27年設置)
・樋ノ入水害予防組合（明治26年設置）
・笠柳裏坂板普通組合（明治26年設置）
・島崎村外三ヶ村水害予防組合（明治26年設置）
・共同悪水普通水利組合（明治26年設置）
・木崎外二ヶ大字水害予防組合（明治26年設置）
・笹山横土居共同用水普通水利組合（明治26年設置）
・焼山悪水普通水利組合（明治 設置）
・浜浦谷内普通水利組合（明治 設置）
・葛塚村外六ヶ村板堰普通水利組合（明治初期設置）

長浦岡方耕地整理組合
（大正4年 設置）

･八幡道水害予防組合
･柳曲普通水利組合
･新井郷川西上堤水害予防組合
･両村囲普通水利組合
･嘉山前新田水害予防組合
･葛塚下土地亀水害予防組合
･葛塚村外六ヶ村普通水利組合
･葛塚村外四ヶ村普通水利組合
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令和元年度事業計画について

～土地改良事業の促進と実施状況～

①国営加治川用水土地改良事業

【事業期間】 平成24年度 ～ 令和5年度(平成35年度)

【総事業費】 270億円

［ 事 業 量 ］ ダム1箇所・頭首工3箇所改修、ため池1箇所
新設、用水路21.2km改修、水管理施設一式

［負担割合］ ・一般施設 国 66.6％、県 17.0％、
市 6.0％、農家 10.4％

・基本施設（頭首工1,2） 国 66.6％、県 19.0％、市 8.0％、農家 6.4％
★ 農家負担軽減対策として、平成25年度 ～ 令和5年度（平成35年度）まで事前積立をします。
○ 受益面積 29.0ha（田） 10ａ当年負担 3,000円

②県営阿賀野川右岸第１地区 かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業

【事業期間】 平成21年度 ～ 令和4年度(平成34年度) 【総事業費】 91億8,400万円
［当区申請施設］ 万十郎川排水路、排水機場改修一式 ［当区施設総事業費］ 11億5,600万円

［負担割合］ ・かん排事業分 ： 国 50％、県 25％、市 10％、農家 15％
・農地防災事業分 ： 国 55％、県 37％、市 8％、農家 0％

※ 総合負担率 ： 国 53.86％、県 34.28％、市 8.45％、農家 3.41％

◎ 本年度事業内容 ： 排水機場工・測量試験費・借地補償一式 当区分担金：300万円

③県営阿賀野川右岸第３地区 かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業
【事業期間】 平成26年度 ～ 令和3年度(平成33年度) 【総事業費】 20億6,400万円

Ａ：［当区申請施設］ 福島潟2号排水機場の増設一式 ［当区施設総事業費］ 5億3,720万円
［負担割合］ 基本率は第１地区と同じ

※ 総合負担率 ： 国 52.94％、県 32.07％、市 8.82％、農家 6.17％
◎ 本年度事業内容 ： 用地買収費一式 当区分担金：617千円

Ｂ：［当区申請施設］ 放水路右岸排水機場の増設一式 ［当区施設総事業費］ 4億9,000万円

［負担割合］ 基本率は第１地区と同じ

※ 総合負担率 ： 国 53.77％、県 34.05％、市 8.49％、農家 3.69％
◎ 本年度事業内容 ： 当初計画予定なし

④県営かんがい排水事業【集積型】：福島潟地区調査設計事業
【事 業 期 間】 平成30年度 ～ 令和元年度(平成31年度) 【総事業費】 730万円
［当区申請施設］ 福島潟幹線排水路：調査・計画・報告書作成

［負 担 割 合］ 県 50％、農家 50％（受益面積 170.0ha）

［当年度事業費］ 60万円 ：当区分担金 30万円

◎ 平成30年度にて670万円事業実施済み（国費100％）

⑤県管理事業阿賀野川頭首工維持管理事業【補助率…国:40％、県:30％、地元(関係3土改):30％】

阿賀野川頭首工の年間維持管理業務一式《令和元年度(平成31年度)概算額 88,684千円》

【受益面積】当区阿賀用水区域 【事業期間】平成元年度 ～ 【当区地元分担金】316万円

⑥県管理事業新井郷川排水機場維持管理事業【補助率…国:50％、県:30％、地元(関係3土改):20％】

新井郷川排水機場の年間施設管理業務一式《令和元年度(平成31年度)概算額 273,825千円》
【受益面積】 8,526ha（当区受益面積 3,480.4ha） 【事業期間】 昭和45年度 ～

【当区地元分担金】 33,783千円 ※新潟市より50％助成金があります。

⑦県管理事業加治川沿岸関連事業
加治川沿岸(幹線水路・頭首工)の年間施設管理業務一式《令和元年度(平成31年度)概算額 23,218千円》

【受益面積】 当区加治川沿岸用水区域 【事業期間】 恒久的

【当区地元分担金】 108千円

阿賀野川頭首工
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⑧阿賀野川右岸地区 国営造成施設管理体制整備促進事業 (管理体制整備型)
【事業期間】 平成30年度 ～ 令和4年度(平成34年度) 【補助率】 国 50％､県 25％､市 25％

【補助金要望額】 10,968千円

⑨耕作条件改善事業
【事業期間】令和元年(平成31年度) ～ 令和3年度(平成33年度)

【地 区 名】 新潟北第２地区
【要 望 額】 総額 63,786千円

・定額助成：61,552千円(用水路改修 L=1,050m、排水路改修 L=1,173m）
※補助率：国 50％、新潟市 5％、地元 45％

・定率助成： 2,234千円(区画拡大 205a、暗渠排水 54a）
※補助率：国 50％、施工者負担 50％

⑩団体営 新潟北地区 調査設計事業
【事業期間】 令和元年度(平成31年度)：前年度繰越 【受益面積】 10,708.5 ha（施設受益総計）

【工事内容】 実施計画策定一式

【調 査 費】 1億4百万円（国費 100％）
※過去に実施した地盤沈下対策事業及び湛水防除事業（豊栄地区）で造成施設

排水路 59.3㎞、用水路 15.1km、排水機場 7箇所を調査し、農村地域防災
減災事業として整備構成の実現を検討する。

⑪経営安定対策基盤整備緊急支援事業
【採択実施地区】 大沼第６地区 【事 業 期 間】 平成24年度 ～ 令和2年度(平成32年度)

【本年度助成額】 1,186千円

⑫土地改良施設 維持管理適正化事業
本年度の工事実施は、県圃地区第３号揚水機場、長浦岡方排水機場、鉄道沿排水路、加治川承水路、

須戸用水路の5件を予定しています。本年度加入施設は、長浦岡方排水機場、県圃地区第1号揚水機場、
堀田揚水機場、潟前揚水機場、須戸用水路の5施設で、加入施設は24件となります。

⑬関連事業
・福島潟広域基幹河川改修（大規模）事業【事業主体：新潟県河川整備課】

【本年度事業費】 21億円 【事業期間】 平成15年度 ～ 令和4年度(平成34年度)
【事業内容】・築堤（全体計画区間 延長 9,400ｍ）・樋門、ゲート 2基 ・掘削（約77万㎥）

・承水路拡幅（延長 2,350ｍ、幅 30～80ｍ）

・新潟市単独事業の実施

☆ 農村排水等整備事業、農業土木支援事業、農道維持管理支援事業などの補助事業を活用し、農業経営の
安定化、土地改良施設の長寿命化と機能保持確保を図ります。

☆ 田んぼダムの促進：近年、局地的な豪雨が増加し各地で洪水被害が増加している。田んぼがもともと
持っている水を貯める機能を利用し、大雨が降ったとき一時的に水を貯め、時間をかけてゆっくりと流
すことで洪水被害を軽減する取り組みです。

・「多面的機能支払交付金」

農業農村の多面的機能の適切な発揮と担い手の育成等構造改革の後押しを目的に創設された多面的機能支
払交付金として広域組織で事業推進しています。

◇ 葛塚農村環境保全管理広域協定運営委員会 3組織
◇ 木崎濁川環境保全管理広域協定運営委員会 22組織
◇ 長浦岡方地域広域協定運営委員会 33組織

☆ 令和元年度(平成31年度)予算要望額
農地維持支払 123,111,800円、共同活動 67,174,566円
長寿命化 168,649,560円（H30割当額 31,471,753円 18.6%）

◎ 当土地改良区は各協定の事業の調整を図り、各集落区域内の農用地・水路・農道等の基礎的な保全
管理のご相談、施設の軽微な補修のための活動への技術指導などを通じて、交付金が有効活用され地
域の活性化が増進されるよう役職員全員でお手伝いします。



◎納入期限

※ 納入期限と口座振替日が異なりますのでご注意願います。
口座振替の方は前日までに口座残高のご確認をお願いいたします。

☆賦課金の納入には口座振替が便利です！
組合員皆様の納入手続きの簡素化と徴収事務の合理化を図るため「口座振替」を主体に収納

事務を行なっています。下記金融機関において納入手続きが出来ますのでご利用願います。

◆農業協同組合
新 潟 市 農 協 ：全 店 北 越 後 農 協 ：豊浦支店・佐々木支店・聖籠支店
北蒲みなみ農協：本店、京ヶ瀬支店 さ さ か み農協：本所
新津さつき農協：新津支所 新潟みらい農協：亀田支店・横越支店

◆銀行等
北越銀行、第四銀行：全 店 新発田信用金庫：豊栄支店・豊栄北支店
さくらの街信用組合：豊栄支店 きらやか銀行：豊栄支店 ゆうちょ銀行

※事前申込が必要ですのでご希望の方は会計係までご連絡下さい。
※『賦課金領収書』は第２期口座振替後に一括して12月上旬に発送させて頂きます。

（12）

第１期 令和元年 ７月31日
口座振替日 ７月22日 県内銀行

口座振替日 ７月29日
県外銀行
ゆうちょ銀行

第２期 令和元年 11月29日
口座振替日 10月21日 県内銀行

口座振替日 10月28日
県外銀行
ゆうちょ銀行

こんな時には、必ず届出してください!!
・組合員が死亡された場合

・農地を売買・贈与・交換・相続等した場合

・農業者年金を受給のため経営移譲した場合

・住所や組合員名を変更した場合

・地目変更（農地転用等）をした場合

用紙は土地改良区にありますので印鑑を持参のうえ、手続き願います。

※土地改良区の台帳は、組合員からの異動通知により
変更されます。この手続きをしないと組合員資格や
賦課令書等の名義が直らないまま処理されます。

※農業委員会への届出だけでは土地改良区の台帳は異
動しません。

※土地改良法第42条権利義務の継承（売買・交換等）
により未納賦課金もそのまま受け継がれることにな
りますので権利等異動される場合はご確認ください。


